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都道府県民生主管部（局）

国民健康保険主管課（部） 御中

都道府県後期高齢者医療主管部（局）
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厚生労働省保険局医療課

疑義解釈資料の送付について（その６）

「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」（平成22年厚生労働省告示第69

号）等については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項

について」（平成22年３月５日保医発0305第１号）等により、平成22年４月１

日より実施しているところであるが、今般、その取扱いに係る疑義照会資料を

別添１から別添３までのとおり取りまとめたので、参考までに送付いたします。



訪問看護 - 1

〈 別 添 ３ 〉

訪問看護療養費関係

（問１） 複数の訪問看護ステーションにおいて、指定訪問看護を計画的に

行っている場合、複数の訪問看護ステーションで訪問看護管理療養

費が算定できるが、訪問看護管理療養費の加算である２４時間対応

（連絡）体制加算を複数の訪問看護ステーションで算定することは

できるか。

（答） 同一月に複数の訪問看護ステーションが当該加算を算定することは

できないが、同一月に他の訪問看護ステーションが当該加算を算定し

ていなければ算定は可能である。




